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○ 

農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
大
蔵
省
・
農
林
水
産
省
令

第
一
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う

に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
削
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
業
務
の
代
理
の
認
可
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

［
略
］ 

２ 

［
略
］ 

３ 

農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可

の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を

審
査
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

［
一
～
十
三 

略
］ 

 

十
四 

業
務
代
理
組
合
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
。 

イ 

役
員
の
う
ち
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
あ
る
者 

［
⑴
・
⑵ 

略
］ 

⑶ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の

日
（
解
散
の
命
令
又
は
更
新
の
拒
否
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

解
散
の
命
令
又
は
更
新
の
拒
否
の
処
分
が
な
さ
れ
た
日
。
以
下
こ

の
⑶
及
び
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
前
三
十
日
以
内
に
そ
の
法
人
の

取
締
役
、
執
行
役
、
会
計
参
与
、
監
査
役
、
会
計
監
査
人
、
理
事

（
業
務
の
代
理
の
認
可
の
申
請
等
） 

第
十
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

３ 

［
同
上
］ 

   

［
一
～
十
三 

同
上
］ 

 

十
四 

［
同
上
］ 

 

イ 

［
同
上
］ 

［
⑴
・
⑵ 

同
上
］ 

⑶ 

［
同
上
］ 
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、
監
事
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
又
は
外
国
銀
行
の
日
本
に

お
け
る
代
表
者
で
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
者 

［
(i)
～
(v) 

略
］ 

(vi) 
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

一
号
）
第
百
六
条
第
二
項
若
し
く
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第

六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く

は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
二
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
三
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合 

［
(vii）
～
(xii) 

略
］ 

⑷ 

［
略
］ 

⑸ 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五

十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
（
長
期
信

用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働

金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関

す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十

二
条
の
四
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
及
び

   

［
(i)
～
(v) 

同
上
］ 

(vi） 

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

一
号
）
第
百
六
条
第
二
項
若
し
く
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第

六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
若
し
く

は
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条

の
三
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合 

［
(vii）
～
(xii) 

同
上
］ 

⑷ 

［
同
上
］ 

⑸ 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
五

十
二
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
、
同
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
一
項
（
長
期
信

用
銀
行
法
第
十
七
条
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
五
項
、
労
働

金
庫
法
第
九
十
四
条
第
三
項
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関

す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条

の
四
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
及
び
農
林
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農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六

第
一
項
の
許
可
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許

可
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
労
働
金
庫

法
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事

業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
農
業
協
同
組
合

法
第
九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百

六
条
第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の

二
第
一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
長
期
信
用
銀
行
法
第

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
貸
金

業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録

の
更
新
を
拒
否
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同

法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
金
融
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び

第
四
号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録
を
取

り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
（
更
新
の
拒
否

の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
の
拒
否
の
処
分
が
な
さ
れ
た
日

。
⑹
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

⑹ 

［
略
］ 

中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一

項
の
許
可
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項
の
許
可
、

信
用
金
庫
法
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
労
働
金
庫
法
第

八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に

関
す
る
法
律
第
六
条
の
三
第
一
項
の
許
可
、
農
業
協
同
組
合
法
第

九
十
二
条
の
二
第
一
項
の
許
可
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
六
条

第
一
項
の
許
可
若
し
く
は
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十
五
条
の
二
第

一
項
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七

条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
十
五
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
若
し
く

は
第
二
項
た
だ
し
書
の
認
可
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
、
貸
金
業
法

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
三
条
第
一
項
の
登
録
の
更

新
を
拒
否
さ
れ
、
若
し
く
は
同
法
第
二
十
四
条
の
六
の
四
第
一
項

若
し
く
は
第
二
十
四
条
の
六
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

三
条
第
一
項
の
登
録
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
一
項
（
第
三
号
及
び
第
四

号
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
十
二
条
の
登
録
を
取
り
消

さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
の
日
（
更
新
の
拒
否
の
場

合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
更
新
の
拒
否
の
処
分
が
な
さ
れ
た
日
。
⑹

に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者 

⑹ 
［
同
上
］ 
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⑺ 

次
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
処
分
を
受
け
た
日
か
ら
五
年

を
経
過
し
な
い
者 

［
(i)
～
(v) 

略
］ 

(vi） 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任

を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
四
の
二
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員 

［
(vii）
～
(xii) 

略
］ 

⑻ 

［
略
］ 

［
ロ
・
ハ 

略
］ 

［
十
五
～
四
十 

略
］ 

［
４
～
12 

略
］ 

 

⑺ 

［
同
上
］ 

 

［
(i)
～
(v) 

同
上
］ 

(vi） 

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
解
任

を
命
ぜ
ら
れ
た
理
事
、
監
事
若
し
く
は
会
計
監
査
人
又
は
協
同

組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
の
五
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
六
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
解
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
役
員 

［
(vii）
～
(xii) 

同
上
］ 

⑻ 

［
同
上
］ 

［
ロ
・
ハ 

同
上
］ 

［
十
五
～
四
十 

同
上
］ 

［
４
～
12 

同
上
］ 

附 

則 

 

附 

則 

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用

等
） 

第
三
十
五
条 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
特

定
承
継
会
社
を
銀
行
と
み
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特

定
承
継
会
社
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用

等
） 

第
三
十
五
条 

［
同
上
］ 
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［
略
］ 

第
十
三
条
の
六
の
九 

暗
号
資
産
及
び
電
子
決
済
手
段
の

取
得
等
に
係
る
情
報
の
安
全
管
理

措
置 

 
 

第
十
三
条
の
六
の
十 

暗
号
資
産
及
び
電
子
決
済
手
段
の

取
得
等
に
係
る
健
全
性
確
保
を
図

る
た
め
の
措
置
等 

 

［
略
］ 

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
四 

銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
六
の

三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
第
四

条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示

す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容 

［
略
］ 

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
第
一

項
及
び
第
二
項 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一

項
の
原
簿 

第
三
十
四
条
の
六
十
三
の
二
第
三

項
第
一
号 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
営
業
所 

［
略
］ 

第
三
十
四
条
の
七
十
五
第
一
項 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第

八
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
に

［
同
上
］ 

第
十
三
条
の
六
の
九 

暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
情
報

の
安
全
管
理
措
置 

 
 

 

第
十
三
条
の
六
の
十 

暗
号
資
産
の
取
得
等
に
係
る
健
全

性
確
保
を
図
る
た
め
の
措
置
等 

 
 

［
同
上
］ 

第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十
四 

銀
行
法
施
行
令
第
十
六
条
の
六
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ

き
方
法
の
種
類
及
び
内
容 

 

［
同
上
］ 

第
三
十
四
条
の
六
十
四
第
一
項
及

び
第
二
項 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一

項
の
原
簿 

第
三
十
四
条
の
六
十
四
第
三
項
第

一
号 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
第
一

項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
営
業
所 

［
同
上
］ 

第
三
十
四
条
の
七
十
五
第
一
項 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
七
十
三
第

八
項
に
規
定
す
る
説
明
を
す
る
に



 

6 

当
た
り
銀
行
業
務
等
関
連
紛
争
の

当
事
者
で
あ
る
加
入
銀
行
業
関
係

業
者
の
顧
客
か
ら
書
面
の
交
付
を

求
め
ら
れ
た
と
き
の
顧
客
説
明 

［
略
］ 

 

第
三
十
五
条
（
第
一
項
第
五
号
、

第
五
号
の
二
、
第
六
号
の
四
、
第

九
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、

第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま

で
、
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
七

号
、
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五

項
、
第
六
項
、
第
七
項
第
二
号
、

第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
八
項
第

四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
第
九
項

第
四
号
を
除
く
。
） 

銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八

号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
場
合
及
び
銀
行
法
第
五
十
三
条

第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
場
合
並
び
に
銀
行
法
第
五

十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出 

 
 

［
略
］ 

第
三
十
七
条
（
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項

ま
で
を
除
く
。
） 

銀
行
法
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、

業
務
報
告
書
そ
の
他
の
書
面
の
提

出
に
係
る
経
由
官
庁 

［
略
］ 

 

当
た
り
銀
行
業
務
関
連
紛
争
の
当

事
者
で
あ
る
加
入
銀
行
の
顧
客
か

ら
書
面
の
交
付
を
求
め
ら
れ
た
と

き
の
顧
客
説
明 

［
同
上
］ 

 

第
三
十
五
条
（
第
一
項
第
五
号
、

第
五
号
の
二
、
第
九
号
、
第
十
三

号
、
第
十
四
号
、
第
二
十
一
号
か

ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
九

号
及
び
第
三
十
七
号
、
第
二
項
、

第
三
項
、
第
五
項
、
第
六
項
第
二

号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
、
第
七

項
第
四
号
並
び
に
第
八
項
第
四
号

を
除
く
。
） 

 

銀
行
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八

号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め

る
場
合
及
び
銀
行
法
第
五
十
三
条

第
四
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で

定
め
る
場
合
並
び
に
銀
行
法
第
五

十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
届
出 

 
 

［
同
上
］ 

第
三
十
七
条
（
第
三
項
か
ら
第
五

項
ま
で
、
第
八
項
及
び
第
九
項
を

除
く
。
） 

銀
行
法
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
、

業
務
報
告
書
そ
の
他
の
書
面
の
提

出
に
係
る
経
由
官
庁 

［
同
上
］ 

 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
（
第
一
条
の
三
第

２ 

［
同
上
］ 
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一
項
第
五
号
、
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
五
条
、
第
十
四
条
の
十
一
の
三

十
第
二
項
第
二
号
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
の

七
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
九
条
の
五
、
第
三
十
四
条
の
五
十
三
の
十

七
第
二
項
第
二
号
並
び
に
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
六
項
を
除
く
。
）

中
「
金
融
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
」

と
読
み
替
え
る
ほ
か
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
銀
行
法

施
行
規
則
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

［
略
］ 

 

第
三
十
四
条
の
三
十

七
第
四
号
チ 

チ 

法
、
長
期
信
用

銀
行
法
、
信
用
金

庫
法
、
労
働
金
庫

法
、
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
、
協

同
組
合
に
よ
る
金

融
事
業
に
関
す
る

法
律
、
農
業
協
同

組
合
法
、
水
産
業

協
同
組
合
法
、
農

チ 

法
、
銀
行
法
、

長
期
信
用
銀
行
法

、
信
用
金
庫
法
、

労
働
金
庫
法
、
中

小
企
業
等
協
同
組

合
法
、
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
、

農
業
協
同
組
合
法

、
水
産
業
協
同
組

        

読
み
替
え
る
銀
行
法

施
行
規
則
の
規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

［
同
上
］ 

 

第
三
十
四
条
の
三
十

七
第
四
号
チ 

チ 

法
、
長
期
信
用

銀
行
法
、
信
用
金

庫
法
、
労
働
金
庫

法
、
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
、
協

同
組
合
に
よ
る
金

融
事
業
に
関
す
る

法
律
、
農
業
協
同

組
合
法
、
水
産
業

協
同
組
合
法
、
農

チ 

法
、
銀
行
法
、

長
期
信
用
銀
行
法

、
信
用
金
庫
法
、

労
働
金
庫
法
、
中

小
企
業
等
協
同
組

合
法
、
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
、

農
業
協
同
組
合
法

、
水
産
業
協
同
組
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林
中
央
金
庫
法
、

貸
金
業
法
、
出
資

の
受
入
れ
、
預
り

金
及
び
金
利
等
の

取
締
り
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
若
し
く

は
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
関
す
る

法
律
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
外
国

の
法
令
の
規
定
に

違
反
し
、
罰
金
の

刑
（
こ
れ
に
相
当

す
る
外
国
の
法
令

に
よ
る
刑
を
含
む

。
）
に
処
せ
ら
れ

、
そ
の
刑
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な

合
法
、
農
林
中
央

金
庫
法
、
貸
金
業

法
、
出
資
の
受
入

れ
、
預
り
金
及
び

金
利
等
の
取
締
り

に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
九
十
五
号

）
若
し
く
は
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
関
す
る
法
律
又

は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
外
国
の
法
令

の
規
定
に
違
反
し

、
罰
金
の
刑
（
こ

れ
に
相
当
す
る
外

国
の
法
令
に
よ
る

刑
を
含
む
。
）
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の

刑
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
そ
の
刑

の
執
行
を
受
け
る

林
中
央
金
庫
法
、

貸
金
業
法
、
出
資

の
受
入
れ
、
預
り

金
及
び
金
利
等
の

取
締
り
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
若
し
く

は
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
に
関
す
る

法
律
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
外
国

の
法
令
の
規
定
に

違
反
し
、
罰
金
の

刑
（
こ
れ
に
相
当

す
る
外
国
の
法
令

に
よ
る
刑
を
含
む

。
）
に
処
せ
ら
れ

、
そ
の
刑
の
執
行

を
終
わ
り
、
又
は

そ
の
刑
の
執
行
を

受
け
る
こ
と
が
な

合
法
、
農
林
中
央

金
庫
法
、
貸
金
業

法
、
出
資
の
受
入

れ
、
預
り
金
及
び

金
利
等
の
取
締
り

に
関
す
る
法
律
（

昭
和
二
十
九
年
法

律
第
百
九
十
五
号

）
若
し
く
は
金
融

サ
ー
ビ
ス
の
提
供

に
関
す
る
法
律
又

は
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
外
国
の
法
令

の
規
定
に
違
反
し

、
罰
金
の
刑
（
こ

れ
に
相
当
す
る
外

国
の
法
令
に
よ
る

刑
を
含
む
。
）
に

処
せ
ら
れ
、
そ
の

刑
の
執
行
を
終
わ

り
、
又
は
そ
の
刑

の
執
行
を
受
け
る
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く
な
つ
た
日
か
ら

五
年
を
経
過
し
な

い
者 

こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
者 

リ 

銀
行
法
第
五
十

二
条
の
十
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
五
十
二
条

の
九
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
た
だ

し
書
の
認
可
を
取

り
消
さ
れ
た
場
合

、
同
法
第
五
十
二

条
の
五
十
六
第
一

項
（
長
期
信
用
銀

行
法
第
十
七
条
、

信
用
金
庫
法
第
八

十
九
条
第
五
項
、

労
働
金
庫
法
第
九

十
四
条
第
三
項
、

協
同
組
合
に
よ
る

金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
第
六
条
の

く
な
つ
た
日
か
ら

五
年
を
経
過
し
な

い
者 

こ
と
が
な
く
な
つ

た
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
者 

リ 

銀
行
法
第
五
十

二
条
の
十
五
第
一

項
の
規
定
に
よ
り

同
法
第
五
十
二
条

の
九
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
た
だ

し
書
の
認
可
を
取

り
消
さ
れ
た
場
合

、
同
法
第
五
十
二

条
の
五
十
六
第
一

項
（
長
期
信
用
銀

行
法
第
十
七
条
、

信
用
金
庫
法
第
八

十
九
条
第
五
項
、

労
働
金
庫
法
第
九

十
四
条
第
三
項
、

協
同
組
合
に
よ
る

金
融
事
業
に
関
す

る
法
律
第
六
条
の
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四
の
二
第
一
項
、

農
業
協
同
組
合
法

第
九
十
二
条
の
四

第
一
項
、
水
産
業

協
同
組
合
法
第
百

八
条
第
一
項
及
び

農
林
中
央
金
庫
法

第
九
十
五
条
の
四

第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
銀
行
法
第

五
十
二
条
の
三
十

六
第
一
項
の
許
可

、
長
期
信
用
銀
行

法
第
十
六
条
の
五

第
一
項
の
許
可
、

信
用
金
庫
法
第
八

十
五
条
の
二
第
一

項
の
許
可
、
労
働

金
庫
法
第
八
十
九

条
の
三
第
一
項
の

五
第
一
項
、
農
業

協
同
組
合
法
第
九

十
二
条
の
四
第
一

項
、
水
産
業
協
同

組
合
法
第
百
八
条

第
一
項
及
び
農
林

中
央
金
庫
法
第
九

十
五
条
の
四
第
一

項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
よ

り
銀
行
法
第
五
十

二
条
の
三
十
六
第

一
項
の
許
可
、
長

期
信
用
銀
行
法
第

十
六
条
の
五
第
一

項
の
許
可
、
信
用

金
庫
法
第
八
十
五

条
の
二
第
一
項
の

許
可
、
労
働
金
庫

法
第
八
十
九
条
の

三
第
一
項
の
許
可
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許
可
、
協
同
組
合

に
よ
る
金
融
事
業

に
関
す
る
法
律
第

六
条
の
三
第
一
項

の
許
可
、
農
業
協

同
組
合
法
第
九
十

二
条
の
二
第
一
項

の
許
可
、
水
産
業

協
同
組
合
法
第
百

六
条
第
一
項
の
許

可
若
し
く
は
農
林

中
央
金
庫
法
第
九

十
五
条
の
二
第
一

項
の
許
可
を
取
り

消
さ
れ
た
場
合
又

は
長
期
信
用
銀
行

法
第
十
七
条
に
お

い
て
準
用
す
る
銀

行
法
第
五
十
二
条

の
十
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
長
期

信
用
銀
行
法
第
十

、
協
同
組
合
に
よ

る
金
融
事
業
に
関

す
る
法
律
第
六
条

の
三
第
一
項
の
許

可
、
農
業
協
同
組

合
法
第
九
十
二
条

の
二
第
一
項
の
許

可
、
水
産
業
協
同

組
合
法
第
百
六
条

第
一
項
の
許
可
若

し
く
は
農
林
中
央

金
庫
法
第
九
十
五

条
の
二
第
一
項
の

許
可
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合
又
は
長

期
信
用
銀
行
法
第

十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
銀
行
法

第
五
十
二
条
の
十

五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
長
期
信
用

銀
行
法
第
十
六
条
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六
条
の
二
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第

二
項
た
だ
し
書
の

認
可
を
取
り
消
さ

れ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
取
消
し

の
日
か
ら
五
年
を

経
過
し
な
い
者 

 

［
略
］ 

第
三
十
四
条
の
七
十

四
第
三
項
第
三
号 

銀
行
業
務
等
関
連
苦

情
を 

銀
行
業
務
等
関
連
苦

情
（
農
業
協
同
組
合

法
第
九
十
二
条
の
八

第
二
項
に
規
定
す
る

信
用
事
業
等
関
連
苦

情
及
び
農
林
中
央
金

庫
法
第
九
十
五
条
の

八
第
二
項
に
規
定
す

る
農
林
中
央
金
庫
業

務

関

連

苦

情

を

含

む
。
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
を 

の
二
の
二
第
一
項

若
し
く
は
第
二
項

た
だ
し
書
の
認
可

を
取
り
消
さ
れ
た

場
合
に
お
い
て
、

そ
の
取
消
し
の
日

か
ら
五
年
を
経
過

し
な
い
者 

 

［
同
上
］ 

第
三
十
四
条
の
七
十

四
第
三
項
第
三
号 

銀
行
業
務
関
連
苦
情

を 

銀
行
業
務
関
連
苦
情

（
農
業
協
同
組
合
法

第
九
十
二
条
の
八
第

二
項
に
規
定
す
る
信

用
事
業
等
関
連
苦
情

及
び
農
林
中
央
金
庫

法
第
九
十
五
条
の
八

第
二
項
に
規
定
す
る

農
林
中
央
金
庫
業
務

関
連
苦
情
を
含
む
。

以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
を 
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［
略
］ 

 
 

［
同
上
］ 

 
 
（
他
の
命
令
の
適
用
） 

第
四
十
一
条 

［
略
］ 

２ 

令
附
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
前
項
各
号
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定

を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
命
令
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。 

読
み
替
え
る
命
令
の

規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

［
略
］ 

銀
行
法
施
行
規
則
第

十
七
条
の
三
第
二
項

第
一
号
の
二 

又
は
農
林
中
央
金
庫

の
業
務
（
同
号
に
掲

げ
る
業
務
に
該
当
す

る
も
の
を
除
く
。
） 

、
農
林
中
央
金
庫
の

業
務
（
同
号
に
掲
げ

る
業
務
に
該
当
す
る

も
の
を
除
く
。
）
又

は
特
定
業
務
（
同
号

に
掲
げ
る
業
務
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く

。
） 

［
項
を
削
る
。
］ 

 

（
他
の
命
令
の
適
用
） 

第
四
十
一
条 

［
同
上
］ 

２ 

［
同
上
］ 

   

読
み
替
え
る
命
令
の

規
定 

読
み
替
え
ら
れ
る
字

句 

読
み
替
え
る
字
句 

 

［
同
上
］ 

銀
行
法
施
行
規
則
第

十
七
条
の
三
第
二
項

第
一
号
の
二 

又
は
農
林
中
央
金
庫

の
業
務
（
同
号
に
掲

げ
る
業
務
を
除
く
。

） 

、
農
林
中
央
金
庫
の

業
務
（
同
号
に
掲
げ

る
業
務
を
除
く
。
）

又
は
特
定
業
務
（
同

号
に
掲
げ
る
業
務
を

除
く
。
） 

  
銀
行
法
施
行
規
則
第

三
十
四
条
の
二
の
十

及
び
株
式
会
社
商
工

組
合
中
央
金
庫
法
第

、
株
式
会
社
商
工
組

合
中
央
金
庫
法
第
二
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［
略
］ 

 
 

四
第
二
号
ハ 

二
十
九
条
に
規
定
す

る
特
定
預
金
等 

十
九
条
に
規
定
す
る

特
定
預
金
等
及
び
銀

行
法
第
十
三
条
の
四

に
規
定
す
る
特
定
預

金
等 

［
同
上
］ 

 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

 


